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 平成２４年５月２９日に諮問を受けた「市営住宅の入居収入基準，整備基準及び単

身入居の対象について」に関して，当審議会において３回の審議会を開催し，市営住

宅の実地視察及び市営住宅居住者からの意見聴取並びに京都市が行った京都市市営住

宅条例の一部改正に係る市民意見募集の結果も踏まえ，審議を行い，次のとおり答申

を行うものである。 

 

 

１１１１    考考考考ええええ方方方方    

（（（（１１１１））））入居入居入居入居収入基準収入基準収入基準収入基準についてについてについてについて    

公営住宅法は，「住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸」すると規

定していることから，市営住宅の入居対象者は「住宅に困窮する低額所得者」で

あることが原則である。この入居対象者を本来階層と呼んでおり，その入居収入

基準は，最低居住水準の住宅を市場において確保することが困難な収入の上限を

基準として設定するべきものである。 

一方，住宅困窮度は必ずしも収入のみで判断できるものではなく，高齢者や障

害者など，民間住宅市場のなかで適切な住宅を確保することが困難な実情や，収

入のみで測れない家計の経済状況などを考慮し，事業主体の判断で対象範囲を定

めて入居収入基準を一定の額まで引き上げることができるとされており，これを

裁量階層と呼んでいる。上述した市営住宅の入居対象者の原則から，裁量階層は

どのような世帯でも対象となるものではなく，入居収入基準を緩和する必要性が

高いと認められる場合に限定すべきものである。 

平成２３年５月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により，公営住宅法が一部改正

され，これに伴い，本来階層の入居収入基準は政令で定める基準を参酌して，ま

た，裁量階層の入居収入基準は政令で定める額を上限として，自治体が条例で定

めることとされたものであり，入居収入基準を定めるに当たっては，京都市内の

世帯の所得水準や市営住宅の公募倍率，入居者の収入分布等を十分に考慮して検

討する必要がある。 

 

（（（（２２２２））））整備基準整備基準整備基準整備基準についてについてについてについて    

公営住宅法は，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し，これを低額

所得者に対して低廉な家賃で賃貸等することにより，国民生活の安定と社会福祉

の増進に寄与することを目的としており，これを基本としながら，京都市の特性

に応じた整備基準を定める必要がある。 
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（（（（３３３３））））同居親族要件同居親族要件同居親族要件同居親族要件についてについてについてについて    

公営住宅法の改正による同居親族要件の削除の趣旨は，民間の若年単身者向け

住宅が不足し，一方で公営住宅の空き家が多い場合など，地域の特性や実情に応

じて自治体の裁量で対象とする単身者を定め，公営住宅を供給することを可能と

するためのものである。 

京都市においては，単身者向け市営住宅は戸数が少なく，公募倍率は１５倍を

超える高い水準となっている。また，これまでの市営住宅についてはファミリー

世帯向け住宅の供給を目指して整備されてきている経過があり，かつ，依然とし

て１０倍を超える公募倍率を考慮すると，ファミリー世帯向け住宅を無限定に単

身者に供給することは適切ではない。すなわち，入居対象とする単身者について

は，真に住宅の確保に配慮を要するものであるかどうかを検討する必要がある。 

 

 

２２２２    検討検討検討検討のののの結果結果結果結果    

（（（（１１１１））））入居収入基準入居収入基準入居収入基準入居収入基準    

  ア 入居収入基準の額について 

京都市が従来の国の算定方式を基に，本来階層について最低居住水準の住宅

を民間住宅市場において借りることができる収入額を試算した結果によると，

最低居住水準の住宅を確保することが困難な収入の上限は，現行の基準額とほ

ぼ同額であった。 

また，応募者の収入状況や全国的に平均収入が低下している状況などを考慮

すると，本来階層の基準額を１５８，０００円以下，裁量階層の基準額を２１

４，０００円以下とすることは妥当であり，本来階層及び裁量階層ともに現行

の入居収入基準の額を変更する必然性は認め難い。 

 

  イ 裁量階層の対象世帯について 

子どものいる世帯は，子育てに要する支出が多いことなど，実際の経済的困

窮度が見かけの収入からは測り難い側面がある。裁量階層の対象とすることで，

本質的な経済的困窮度のバランスをとることが可能となることから，子どもの

いる世帯についてはできる限り拡大することが望ましい。 

また，子どもが多数いる世帯については，より経済的負担が大きいことから，

裁量階層の対象とすることが妥当である。 

なお，経済的困窮度の視点から，新婚世帯を対象とするべきかについても議

論したが，新婚世帯は民間住宅市場において住宅を確保することが困難という

状況も認められず，また，子どものいる世帯のように，見かけの収入からは測

れないような経済的困窮は起こりにくいと考えられることから，新婚世帯を裁

量階層の対象とする理由は見出し難い。 

 



3 

 

（（（（２２２２））））整備基準整備基準整備基準整備基準    

市営住宅として必要な水準は，公営住宅等整備基準（平成２３年１２月２６日

国土交通省令第１０３号）と同等としつつ，本市の特性を考慮し，以下の基準を

付加することが妥当である。 

・ 地球温暖化の防止を図る等，環境への負荷を低減するように配慮して整備する。 

・ 良好な都市環境の形成及び保全に資するとともに，将来の世代に継承されるよ

うな景観を創るように整備する。 

・ 入居者，共同施設の利用者及び周辺住民間の交流が促進されるように配慮して

整備する。 

・ 災害等の緊急時における使用に配慮して整備する。 

 なお，既存の市営住宅については，京都市市営住宅ストック総合活用計画に基

づき耐震改修，バリアフリー化等の改善に取り組まれているところであるが，各

住棟の特性に応じて，より効率的で効果的なストック改善を進めるための方策に

ついて検討を行うことが望ましい。 

 

（（（（３３３３））））同居親族要件同居親族要件同居親族要件同居親族要件についてについてについてについて    

犯罪被害者及び長期結核療養者については，いずれも，単身での居住を確保す

る必要がある場合があると考えられるが，経済的な困窮や，病気等の不安から家

主が賃貸することを躊躇するなどにより，民間住宅市場において新たに住宅を確

保することが困難な場合があると考えられることから，単身での入居を認めるこ

とは妥当である。 

 

 


